
変更及び追記事項　※第２版では全て変更済です。

ページ 箇所 変更前 変更後

3 ユニバーサルデザインの色彩の項 「色弱者と高齢者への配慮」 「色彩のユニバーサルデザイン」

10 左段　■宮廷に見られる位色　上から6行目 「冠の色は紫、青、赤、黄、白、黒の6色で、〜」
「冠の色については諸説があるのですが、冠の色
は紫、青、赤、黄、白、黒の6色で、〜」

10 左段　図1キャプション 注釈を追加
示された冠の色は、参考値として、現代的な解釈
において再現されたものです。

10 右段　図2 図中の色およびキャプション　すべて変更(別紙）

10 右段　図2キャプション 注釈を追加
※示された色は、参考値として、現代的な解釈に
おいて再現されたものです。

11 左段　図4キャプション 注釈を追加
※示された色は、参考値として、現代的な解釈に
おいて再現されたものです。

22 右段　上から12行目
「～左眼からの右視野情報は右外側膝状体の
～」

「～左眼からの左視野情報は右外側膝状体の
～」

22 右段　上から13行目 「～右眼からの右視野情報は～」 「～右眼からの左視野情報は～」

25 図8キャプション 注釈を追加

※「色覚特性」という用語について、本テキストの
編集時において、明瞭に定義づけられている訳で
はありません。一般の色を見る視覚をすべて「色
覚特性」と呼ぶ場合も、従来の「色覚異常」にか
わる言葉として用いる場合もあります。本テキスト
では3色覚については、一般的な色覚として3級の
「眼のしくみ」から取り扱っていることから、最も一
般的な3色覚を「色覚特性」から除いて分類し、
「色覚特性」を従来の「色覚異常」にかわる言葉と
して用いています。

37 左段　下から1〜3行目
「また、標準イルミナントD65は色温度が高い蛍光
灯などの演色性を評価する基準光としても使用さ
れています。」

「また、標準イルミナントD65をはじめとしたCIE昼
光は、蛍光灯などの高い色温度の光源（JISでは
5000K以上、例外として4600K以上の昼白色蛍光
ランプを含むと規定）の演色性を評価する基準光
としても使用されています。」

37 右段　上から4〜9行目

「〜に示した通りです。
標準イルミナントAには標準光源Aと呼ばれる標
準光源があります。色温度が低い光源の演色性
を評価する際の基準光として使用されています。
これはいわゆる白熱電球のことなので、白熱電球
の平均演色評価数Raは100ということになりま
す。」

「〜で示した通りです。標準イルミナントAにはそ
れと同じ分光分布をもつ標準光源Aがあります。
これはいわゆる白熱電球のことです。
　また、色温度が低い光源（JISでは5000K未満と
規定）の演色性を評価する基準光として、熱によ
る発光が用いられます。標準イルミナントAもその
一つです。白熱電球は基準光に非常に近いもの
なので、白熱電球の平均演色評価数Raは100と
いうことになります。」

50 左段　下から４行目
「～無彩色となる減法混色の補色になっていま
す。」

「～無彩色となる補色になっています。」

52 図24　図中左端　lのSの数値 S＝94.4 S＝91.1

59
左段
「基本色彩語の進化の仮説モデル」上から6行目

「最終的には白、黒、黄、緑、青～」 「最終的には白、黒、赤、黄、緑、青～」

83 図24 右イラストの円内の■の色をg20に変更

160 左段下から1行〜右段上から1行目
「〜、2級環境の「環境色彩計画の手順と内容」で
〜」

「〜、2級環境の「住宅エクステリアにおける色彩
計画の手順」で〜」

170 左段　1行目　見出し 色弱者と高齢者への配慮 色彩のユニバーサルデザイン

171 図５　キャプション　1行目 「左が明度差がない例。～」 「上が明度差がない例。～」

171 図５　キャプション　2行目 「～。右は明度差をつけて改善した例。～」 「～。下は明度差をつけて改善した例。～」
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